
JP 5482025 B2 2014.4.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線層又は絶縁層を介して積層された複数の基板と、
　前記複数の基板のうち、光入射側に配された基板に形成され、受光量に応じた信号電荷
を生成する受光部と、
　受光部が形成された基板の反光入射面側に接続され、該基板の反光入射側に配された配
線層の配線から該基板に所望の電圧を供給するコンタクト部と、
　前記受光部が形成された基板に形成され、前記受光部で生成された信号電荷が読み出さ
れるフローティングディフュージョン部と、
　前記受光部が形成された基板の反光入射側に積層された基板に形成され、前記フローテ
ィングディフュージョン部の電位が供給される画素トランジスタとを備え、
　前記受光部が形成された基板の光入射面側から反光入射面側に架けて、前記受光部で生
成された信号電荷を排出するための縦型オーバーフロー構造が構成されており、前記コン
タクト部は、前記信号電荷が排出されるオーバーフロードレイン領域に接続されている
　固体撮像装置。
【請求項２】
　配線層又は絶縁層を介して積層された複数の基板と、
　前記複数の基板のうち、光入射側に配された基板に形成され、受光量に応じた信号電荷
を生成する受光部と、
　受光部が形成された基板の反光入射面側に接続され、該基板の反光入射側に配された配
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線層の配線から該基板に所望の電圧を供給するコンタクト部とを備え、
　前記受光部は、前記基板表面から深さ方向に形成されたウェル領域に形成されており、
前記コンタクト部は、前記ウェル領域に接続されている
　固体撮像装置。
【請求項３】
　基板に、受光量に応じた信号電荷を生成する受光部を形成し、前記受光部で生成された
信号電荷を排出するための縦型オーバーフロー構造を形成する工程と、
　前記基板の前記受光部が形成された光入射側に、高融点金属材料からなる配線を有する
配線層を形成する工程と、
　前記受光部が形成された基板の反光入射側に絶縁層を介して他の基板を張り合わせる工
程と、
　前記他の基板に、所望の画素トランジスタを構成するソース・ドレイン領域を形成する
工程と、
　前記他の基板の反光入射側に配線層を形成する工程とを有し、
　前記他の基板に配線層を形成する工程において、前記受光部が形成された基板の反光入
射面側に接続され、該基板に所望の電圧を供給するコンタクト部を形成する工程を有する
　固体撮像装置の製造方法。
【請求項４】
　前記コンタクト部は、前記信号電荷が排出されるオーバーフロードレイン領域に接続す
る
　請求項３に記載の固体撮像装置の製造方法。
【請求項５】
　前記受光部は、前記基板表面から深さ方向に形成されたウェル領域に形成し、前記コン
タクト部は、前記ウェル領域に接続する
　請求項３記載の固体撮像装置の製造方法。
【請求項６】
　光学レンズと、
　前記光学レンズで集光された光が入射される固体撮像装置であって、
　配線層又は絶縁層を介して積層された複数の基板と、前記複数の基板のうち、光入射側
に配された基板に形成され、受光量に応じた信号電荷を生成する受光部と、受光部が形成
された基板の反光入射面側に接続され、該基板の反光入射側に配された配線層の配線から
該基板に所望の電圧を供給するコンタクト部と、前記受光部が形成された基板に形成され
、前記受光部で生成された信号電荷が読み出されるフローティングディフュージョン部と
、前記受光部が形成された基板の反光入射側に積層された基板に形成され、前記フローテ
ィングディフュージョン部の電位が供給される画素トランジスタとを備え、前記受光部が
形成された基板の光入射面側から反光入射面側に架けて、前記受光部で生成された信号電
荷を排出するための縦型オーバーフロー構造が構成されており、前記コンタクト部は、前
記信号電荷が排出されるオーバーフロードレイン領域に接続されている固体撮像装置と、
　前記固体撮像装置から出力される出力信号を処理する信号処理回路と、
　を含む電子機器。
【請求項７】
　光学レンズと、
　前記光学レンズで集光された光が入射される固体撮像装置であって、
　配線層又は絶縁層を介して積層された複数の基板と、
　前記複数の基板のうち、光入射側に配された基板に形成され、受光量に応じた信号電荷
を生成する受光部と、
　受光部が形成された基板の反光入射面側に接続され、該基板の反光入射側に配された配
線層の配線から該基板に所望の電圧を供給するコンタクト部とを備え、
　前記受光部は、前記基板表面から深さ方向に形成されたウェル領域に形成されており、
前記コンタクト部は、前記ウェル領域に接続されている固体撮像装置と、
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　前記固体撮像装置から出力される出力信号を処理する信号処理回路と、
　を含む電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体撮像装置に関し、特に、複数の基板を積層して形成した固体撮像装置と
その製造方法に関する。また、その固体撮像装置を用いた電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　固体撮像装置は、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）イメージセンサに代表される電荷
転送型固体撮像装置と、ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）イメー
ジセンサに代表される増幅型固体撮像装置に大別される。
【０００３】
　ＣＣＤ型固体撮像装置を構成する各画素は、フォトダイオードにより構成され、受光に
応じて信号電荷を生成する受光部と、受光部で生成された信号電荷を垂直方向に転送する
ＣＣＤ構造の垂直転送レジスタとから構成されている。この垂直転送レジスタ部は、例え
ば２次元配列された受光部の列毎に１本ずつ形成されている。また、垂直転送レジスタの
後段には、ＣＣＤ構造の水平転送レジスタが構成されており、水平転送レジスタの後段に
は出力回路が構成されている。このような構成のＣＣＤ型固体撮像装置においては、受光
部で生成された信号電荷は、行毎に垂直転送レジスタに読み出されて垂直方向に転送され
、水平転送レジスタにより水平転送されることにより出力回路に転送される。出力回路に
転送された信号電荷は、増幅され画素信号として出力される。
【０００４】
　一方、ＣＭＯＳ型固体撮像装置を構成する各画素は、フォトダイオードからなる受光部
と、受光部で生成された信号電荷が読み出されるフローティングディフュージョン部と、
複数のＭＯＳトランジスタによって構成されている。複数のＭＯＳトランジスタとしては
、転送トランジスタ、リセットトランジスタ、アンプトランジスタ、選択トランジスタ（
必要に応じて）が挙げられ、これらのＭＯＳトランジスタは、上層に形成された多層配線
層の所望の配線層に接続されている。ＣＭＯＳ型固体撮像装置では、受光部で生成、蓄積
された信号電荷は、転送トランジスタにより画素毎にフローティングディフュージョン部
に読み出される。そして、フローティングディフュージョン部で読み出された信号電荷は
、増幅トランジスタにより増幅されて、選択トランジスタにより選択的に多層配線層に形
成された垂直信号線に画素信号として出力される。
【０００５】
　ところで、近年、固体撮像装置の小型化が図られている。例えば下記特許文献１には、
ＭＯＳトランジスタが構成された単結晶シリコン基板と単結晶シリコン基板上部の光入射
側に絶縁膜を介して形成されたＴＦＴフォトセンサが積層された構造を有する固体撮像装
置が開示されている。この場合も、ＴＦＴフォトセンサはＭＯＳトランジスタを構成する
層と異なる層に形成されるため、受光面積を減少させることがなく装置の小型化が図られ
ている。
【０００６】
　ところで、固体撮像装置の製造においては、配線形成後は低温プロセスしか適用できな
いというプロセス上の制約がある。そのため、固体撮像装置においては、基板に受光部や
ＭＯＳトランジスタを構成する不純物領域をイオン注入によって先に形成し、基板や所望
のＭＯＳトランジスタに接続される配線は最後に形成する必要がある。そして、上述した
ような積層構造を有する固体撮像装置においても、各層に接続されるコンタクト部や配線
は、所望の不純物領域が形成された各層を積層した後に形成される。
【０００７】
　例えば、積層構造を有する固体撮像装置において受光部に蓄積された信号電荷をリセッ
トするための電子シャッタ機能を実現する場合、プロセス温度の制約により電子シャッタ
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機能に必要な配線やコンタクト部を受光面上部に形成する必要がある。そうすると、３次
元構造を採ることによって装置の小型化が図られたとしても受光面上部に配線やコンタク
ト部が構成されることによって、受光面積が減少してしまうという問題がある。このため
、受光面積を保持するためには等価的に画素面積を大きくする必要があり、結果的に、装
置の小型化が図られないという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平６－２９１３５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述の点に鑑み、本発明は、３次元構造とすることにより装置の小型化が図られると共
に、受光面積を減少させることなく、受光部が形成された基板に所望の電位を供給するこ
とができ、プロセス制約上実現可能な固体撮像装置、及びその製造方法を提供する。また
、その固体撮像装置を用いた電子機器を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一の側面に係る固体撮像装置は、配線層又は絶縁層を介して積層された複数の
基板と、複数の基板のうち、光入射側に配された基板に形成され、受光量に応じた信号電
荷を生成する受光部と、受光部が形成された基板の反光入射面側に接続され、該基板の反
光入射側に配された配線層の配線から該基板に所望の電圧を供給するコンタクト部と、受
光部が形成された基板に形成され、受光部で生成された信号電荷が読み出されるフローテ
ィングディフュージョン部と、受光部が形成された基板の反光入射側に積層された基板に
形成され、フローティングディフュージョン部の電位が供給される画素トランジスタとを
備え、受光部が形成された基板の光入射面側から反光入射面側に架けて、受光部で生成さ
れた信号電荷を排出するための縦型オーバーフロー構造が構成されており、コンタクト部
は、信号電荷が排出されるオーバーフロードレイン領域に接続されている。
　本発明の他の側面に係る固体撮像装置は、配線層又は絶縁層を介して積層された複数の
基板と、複数の基板のうち、光入射側に配された基板に形成され、受光量に応じた信号電
荷を生成する受光部と、受光部が形成された基板の反光入射面側に接続され、該基板の反
光入射側に配された配線層の配線から該基板に所望の電圧を供給するコンタクト部とを備
え、受光部は、基板表面から深さ方向に形成されたウェル領域に形成されており、コンタ
クト部は、ウェル領域に接続されている。
【００１１】
　本発明の固体撮像装置では、複数の基板が配線層又は絶縁層を介して積層されることに
より、３次元構造の固体撮像装置とされる。また、コンタクト部が、受光部が形成された
基板の反光入射面側に接続され、該基板の反光入射側に配された配線層の配線から該基板
に、コンタクト部を介して所望の電圧が供給されることにより、基板の電圧が変化される
。
【００１２】
　本発明の固体撮像装置の製造方法は、基板に、受光量に応じた信号電荷を生成する受光
部を形成し、受光部で生成された信号電荷を排出するための縦型オーバーフロー構造を形
成する工程と、基板の前記受光部が形成された光入射側に、高融点金属材料からなる配線
を有する配線層を形成する工程と、受光部が形成された基板の反光入射側に絶縁層を介し
て他の基板を張り合わせる工程と、他の基板に、所望の画素トランジスタを構成するソー
ス・ドレイン領域を形成する工程と、他の基板の反光入射側に配線層を形成する工程とを
有し、他の基板に配線層を形成する工程において、受光部が形成された基板の反光入射面
側に接続され、該基板に所望の電圧を供給するコンタクト部を形成する工程を有する。
【００１３】
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　本発明の固体撮像装置の製造方法では、複数の基板を積層する工程の途中で、受光部が
形成された基板の反光入射面側に接続されるコンタクト部を形成する工程を有する。この
ため、受光部が形成された基板に所望の電圧を供給するコンタクト部を光入射側に配され
る基板に受光部を形成した後に形成する必要がないため、光入射側に配される基板上に余
計な配線を作る必要が無く、受光面積を大きく採ることが可能となる。
【００１４】
　本発明の一の側面に係る電子機器は、光学レンズと、光学レンズで集光された光が入射
される固体撮像装置であって、配線層又は絶縁層を介して積層された複数の基板と、複数
の基板のうち、光入射側に配された基板に形成され、受光量に応じた信号電荷を生成する
受光部と、受光部が形成された基板の反光入射面側に接続され、該基板の反光入射側に配
された配線層の配線から該基板に所望の電圧を供給するコンタクト部と、受光部が形成さ
れた基板に形成され、受光部で生成された信号電荷が読み出されるフローティングディフ
ュージョン部と、受光部が形成された基板の反光入射側に積層された基板に形成され、フ
ローティングディフュージョン部の電位が供給される画素トランジスタとを備え、受光部
が形成された基板の光入射面側から反光入射面側に架けて、受光部で生成された信号電荷
を排出するための縦型オーバーフロー構造が構成されており、コンタクト部は、信号電荷
が排出されるオーバーフロードレイン領域に接続されている固体撮像装置と、固体撮像装
置から出力される出力信号を処理する信号処理回路を有する。
　本発明の他の側面に係る電子機器は、光学レンズと、光学レンズで集光された光が入射
される固体撮像装置であって、配線層又は絶縁層を介して積層された複数の基板と、複数
の基板のうち、光入射側に配された基板に形成され、受光量に応じた信号電荷を生成する
受光部と、受光部が形成された基板の反光入射面側に接続され、該基板の反光入射側に配
された配線層の配線から該基板に所望の電圧を供給するコンタクト部とを備え、受光部は
、基板表面から深さ方向に形成されたウェル領域に形成されており、コンタクト部は、ウ
ェル領域に接続されている固体撮像装置と、固体撮像装置から出力される出力信号を処理
する信号処理回路を有する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、複数の基板が積層された３次元構造を有する固体撮像装置において、
画素面積を増やす、若しくは受光面積を減少させることなく、受光部が形成された基板に
所望の電位を供給することができる。また、本発明によれば、プロセス制約上無理なく固
体撮像層を製造することができるので画素特性の劣化を回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るＣＭＯＳ型の固体撮像装置全体を示す概略構成図
である。
【図２】図１の固体撮像装置における単位画素の等価回路の一例である。
【図３】第１の実施形態の固体撮像装置の画素部の概略断面構成図である。
【図４】第１の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その１）である。
【図５】第１の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その２）である。
【図６】第１の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その３）である。
【図７】第１の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その４）である。
【図８】第１の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その５）である。
【図９】第１の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その６）である。
【図１０】第１の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その７）である。
【図１１】第１の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その８）である。
【図１２】第１の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その９）である。
【図１３】Ａ～Ｄ　コンタクトホール２６ａの形成方法の他の例を示す工程図である。
【図１４】第２の実施形態に係る固体撮像装置の画素部の概略断面構成図である。
【図１５】第２の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その１）である。
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【図１６】第２の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その２）である。
【図１７】第２の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その３）である。
【図１８】第２の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その４）である。
【図１９】第２の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その５）である。
【図２０】第２の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その６）である。
【図２１】第２の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その７）である。
【図２２】第２の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その８）である。
【図２３】第２の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その９）である。
【図２４】第２の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その１０）である。
【図２５】第２の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その１１）である。
【図２６】第３の実施形態に係る固体撮像装置の画素部の概略断面構成図である。
【図２７】第３の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その１）である。
【図２８】第３の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その２）である。
【図２９】第３の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その３）である。
【図３０】第３の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その４）である。
【図３１】第３の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その５）である。
【図３２】第３の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その６）である。
【図３３】第３の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その７）である。
【図３４】第３の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その８）である。
【図３５】第３の実施形態の固体撮像装置の製造方法を示す工程図（その９）である。
【図３６】第４の実施形態に係る固体撮像装置の画素部の概略断面構成図である。
【図３７】第５の実施形態に係る固体撮像装置の画素部の概略断面構成図である。
【図３８】本発明の第６の実施形態に係るＣＣＤ型の固体撮像装置全体を示す概略構成図
である。
【図３９】図３８のＡ－Ａ’線上に沿う概略断面構成図である。
【図４０】本発明の第７の実施形態に係る電子機器２００の概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明の実施形態に係る固体撮像装置とその製造方法、及び電子機器の一例を
、図１～図４０を参照しながら説明する。本発明の実施形態は以下の順で説明する。なお
、本発明は以下の例に限定されるものではない。
１．第１の実施形態：固体撮像装置
　１－１　固体撮像装置全体の構成
　１－２　要部の断面構成
　１－３　製造方法
２．第２の実施形態：固体撮像装置
　２－１　要部の断面構成
　２－２　製造方法
３．第３の実施形態：固体撮像装置
　３－１　要部の断面構成
　３－２　製造方法
４．第４の実施形態：固体撮像装置
　４－１　要部の断面構成
　４－２　製造方法
５．第５の実施形態：固体撮像装置
　５－１　要部の断面構成
６．第６の実施形態：固体撮像装置
　６－１　固体撮像装置全体の構成
　６－２　要部の断面構成
　６－３　製造方法
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７．第７の実施形態：電子機器
【００１８】
　〈１．第１の実施形態：ＣＭＯＳ型の固体撮像装置〉
　［１－１　固体撮像装置全体の構成］
　図１は、本発明の第１の実施形態に係るＣＭＯＳ型の固体撮像装置全体を示す概略構成
図である。
　本実施形態例の固体撮像装置１は、シリコンからなる基板１１上に配列された複数の画
素２から構成される画素部３と、垂直駆動回路４と、カラム信号処理回路５と、水平駆動
回路６と、出力回路７と、制御回路８等を有して構成される。
【００１９】
　画素２は、フォトダイオードからなる受光部と、複数のＭＯＳトランジスタとから構成
され、基板１１上に２次元アレイ状に規則的に複数配列される。画素２を構成するＭＯＳ
トランジスタは、転送トランジスタ、リセットトランジスタ、選択トランジスタ、アンプ
トランジスタで構成される４つのＭＯＳトランジスタであってもよく、また、選択トラン
ジスタを除いた３つのトランジスタであってもよい。
【００２０】
　画素部３は、２次元アレイ状に規則的に複数配列された画素２から構成される。画素部
３は、実際に光を受光し光電変換によって生成された信号電荷を増幅してカラム信号処理
回路５に読み出す有効画素領域と、黒レベルの基準になる光学的黒を出力するための黒基
準画素領域（図示せず）とから構成されている。黒基準画素領域は、通常は、有効画素領
域の外周部に形成されるものである。
【００２１】
　制御回路８は、垂直同期信号、水平同期信号及びマスタクロックに基づいて、垂直駆動
回路４、カラム信号処理回路５、及び水平駆動回路６等の動作の基準となるクロック信号
や制御信号などを生成する。そして、制御回路８で生成されたクロック信号や制御信号な
どは、垂直駆動回路４、カラム信号処理回路５及び水平駆動回路６等に入力される。
【００２２】
　垂直駆動回路４は、例えばシフトレジスタによって構成され、画素部３の各画素２を行
単位で順次垂直方向に選択走査する。そして、各画素２のフォトダイオードにおいて受光
量に応じて生成した信号電荷に基づく画素信号を、垂直信号線を通してカラム信号処理回
路５に供給する。
【００２３】
　カラム信号処理回路５は、例えば、画素２の列毎に配置されており、１行分の画素２か
ら出力される信号を画素列毎に黒基準画素領域（図示しないが、有効画素領域の周囲に形
成される）からの信号によって、ノイズ除去や信号増幅等の信号処理を行う。カラム信号
処理回路５の出力段には、水平選択スイッチ（図示せず）が水平信号線１０との間に設け
られている。
【００２４】
　水平駆動回路６は、例えばシフトレジスタによって構成され、水平走査パルスを順次出
力することによって、カラム信号処理回路５の各々を順番に選択し、カラム信号処理回路
５の各々から画素信号を水平信号線１０に出力させる。
【００２５】
　出力回路７は、カラム信号処理回路５の各々から水平信号線１０を通して、順次に供給
される信号に対し信号処理を行い出力する。
【００２６】
　図２は、本実施形態例の固体撮像装置における単位画素の等価回路の一例である。本実
施形態例の固体撮像装置における単位画素２は、１つの光電変換素子である受光部ＰＤと
、転送トランジスタＴｒ１、リセットトランジスタＴｒ２、増幅トランジスタＴｒ３、及
び選択トランジスタＴｒ４の４つの画素トランジスタを有する。これら画素トランジスタ
Ｔｒ１～Ｔｒ４は、本例ではｎチャネルＭＯＳトランジスタを用いている。
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【００２７】
　転送トランジスタＴｒ１は、そのソースがフォトダイオードからなる受光部ＰＤのカソ
ード側に接続され、ドレインがフローティングディフュージョン部ＦＤに接続されている
。また、転送トランジスタＴｒ１のソース・ドレイン間のゲート電極３９には転送パルス
φＴＲＧを供給する転送配線が接続されている。受光部ＰＤで光電変換され、ここに蓄積
された信号電荷（本実施形態例では電子）は、転送トランジスタＴｒ１のゲート電極３９
に転送パルスφＴＲＧが印加されることによって、フローティングディフュージョン部Ｆ
Ｄに転送される。
【００２８】
　リセットトランジスタＴｒ２は、そのドレインが電源電圧ＶＤＤに接続され、ソースが
フローティングディフュージョン部ＦＤに接続されている。また、リセットトランジスタ
Ｔｒ２のソース・ドレイン間のゲート電極２３ａにはリセットパルスφＲＳＴを供給する
リセット配線が接続されている。受光部ＰＤからフローティングディフュージョン部ＦＤ
への信号電荷の転送に先立って、リセットトランジスタＴｒ２のゲート電極２３ａにリセ
ットパルスφＲＳＴを印加する。これにより、フローティングディフュージョン部ＦＤの
電位が電源電圧ＶＤＤによりＶＤＤレベルにリセットされる。
【００２９】
　増幅トランジスタＴｒ３は、そのドレインが電源電圧Ｖｄｄに接続され、そのソースが
選択トランジスタＴｒ４のドレインに接続されている。そして、増幅トランジスタＴｒ３
のソース・ドレイン間のゲート電極２３ｂには、フローティングディフュージョン部ＦＤ
に接続されている。この増幅トランジスタＴｒ３は、電源電圧ＶＤＤを負荷とするフォー
スフォロア回路を構成しており、フローティングディフュージョン部ＦＤの電位変化に応
じた画素信号が出力される。
【００３０】
　選択トランジスタＴｒ４は、そのドレインが増幅トランジスタＴｒ３のソースに接続さ
れ、そのソースが垂直信号線に接続されている。また、選択トランジスタＴｒ４のソース
・ドレイン間のゲート電極２３ｃには、選択パルスφＳＥＬを供給する選択配線が接続さ
れている。画素毎に選択パルスφＳＥＬがゲート電極２３ｃに供給されることにより増幅
トランジスタＴｒ３で増幅された画素信号が垂直信号線９に出力される。
【００３１】
　図２の例では、４つの画素トランジスタを用いる例としたが、選択トランジスタＴｒ４
を除く３つの画素トランジスタで構成してもよい。
【００３２】
　以上の構成を有する固体撮像装置１では、転送パルスφＴＲＧをゲート電極３９に供給
することによって受光部ＰＤに蓄積された信号電荷が、転送トランジスタＴｒ１によりフ
ローティングディフュージョン部ＦＤに読み出される。信号電荷が読み出されることによ
りフローティングディフュージョン部ＦＤの電位が変位し、その電位変化がゲート電極２
３ｂに伝達される。そして、ゲート電極２３ｂに供給された電位が増幅トランジスタＴｒ
３により増幅され、画素信号として選択トランジスタＴｒ４により選択的に垂直信号線９
に出力される。また、ゲート電極２３ａにリセットパルスφＲＳＴを供給することによっ
て、フローティングディフュージョン部ＦＤに読み出された信号電荷はリセットトランジ
スタＴｒ２により電源電圧ＶＤＤ付近の電位と同電位になるようにリセットされる。
【００３３】
　そして、垂直信号線９に出力された画素信号は、その後、図１に示したカラム信号処理
回路５、水平信号線１０、出力回路７を介して出力される。
【００３４】
　［１－２　要部の構成］
　図３は、本実施形態例の固体撮像装置１の画素部３の概略断面構成図である。図３では
、主に１画素分の断面が図示されている。
【００３５】
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　本実施形態例の固体撮像装置１は、図３に示すように光入射側に向って順に、第１の基
板１２、第１の配線層１３、第２の基板１４、第２の配線層１５、カラーフィルタ層１６
、オンチップマイクロレンズ１７が３次元的に積層された３次元構造とされている。
【００３６】
　第１の基板１２は、第１導電型、例えばｐ型の半導体基板１８で構成されており、第１
の基板１２の第１の配線層１３側には所望の画素トランジスタＴｒを構成するソース・ド
レイン領域１９が形成されている。本実施形態例において第１の基板１２側に形成される
画素トランジスタＴｒは、上述した転送トランジスタＴｒ１、リセットトランジスタＴｒ
２、増幅トランジスタＴｒ３、選択トランジスタＴｒ４のうち、転送トランジスタＴｒ１
以外のＭＯＳトランジスタである。以下、第１の基板１２側に形成されるＭＯＳトランジ
スタを総称して画素トランジスタＴｒという。
【００３７】
　第１の基板１２に形成されるソース・ドレイン領域１９は、第２導電型、例えばｎ型の
不純物が高濃度にイオン注入された領域により構成されている。
【００３８】
　また、第１の基板１２の第１の配線層１３側には、隣接する画素と画素との間を分離す
るための素子分離領域２０が形成されている。この素子分離領域２０は、第１の基板１２
に形成されたトレンチ部に絶縁層が埋め込まれるＳＴＩ（Shallow Trench Isolation）に
よって構成されている。
【００３９】
　第１の配線層１３は、第１の基板１２上部にゲート絶縁膜２１を介して形成された画素
トランジスタＴｒを構成するゲート電極２３と、ゲート電極２３上部に層間絶縁膜２２を
介して積層された複数（本実施形態例では２層）の配線２５を有して構成されている。ま
た、各配線２５間、各配線２５と第１の基板１２の間、各配線２５と所望のゲート電極２
３との間は、それぞれ層間絶縁膜２２に形成されたコンタクト部２４を介して接続されて
いる。
【００４０】
　第２の基板１４はｐ型の半導体基板２８によって構成されており、第１の配線層１３の
上部（光入射側）に積層して形成されている。そして、第２の基板１４の表面側（光入射
面側）には、フォトダイオードからなる受光部ＰＤと、受光部ＰＤで生成、蓄積された信
号電荷が読み出されるフローティングディフュージョン部ＦＤが形成されている。受光部
ＰＤは、第２の基板１４最表面に形成されたｐ型の高濃度不純物領域からなる暗電流抑制
領域３２と、その暗電流抑制領域３２下部に形成されたｎ型不純物領域３１とから構成さ
れている。フローティングディフュージョン部ＦＤはｎ型の高濃度不純物領域で構成され
、受光部ＰＤに隣接する領域に形成されている。さらに、第２の基板１４のｎ型不純物領
域３１下部には全面にｐ型の高濃度不純物領域からなるオーバーフローバリア３３が形成
されている。また、オーバーフローバリア３３下部の、受光部ＰＤ下部に相当する領域に
は、ｎ型不純物領域からなるオーバーフロードレイン領域２９が形成されている。
【００４１】
　本実施形態例の固体撮像装置１では、主に、暗電流抑制領域３２とｎ型不純物領域３１
との間のｐｎ接合、及び、ｎ型不純物領域３１とｐ型の半導体基板２８（第２の基板１４
）との間のｐｎ接合により受光部ＰＤが構成される。また、暗電流抑制領域３２では、第
２の基板１４の光入射面に発生する暗電流成分となる電荷が、暗電流抑制領域３２にある
正孔によって再結合されることにより暗電流が抑制される。
【００４２】
　そして、本実施形態例の第２の基板１４では、表面側（光入射面側）から裏面側（反光
入射面側）に向けてｐｎｐｎ接合が形成され、基板内において垂直オーバーフロー構造が
構成されている。このような垂直オーバーフロー構造が構成されることにより、受光部Ｐ
Ｄから溢れた余剰な信号電荷は、オーバーフローバリア３３を超えて、オーバーフロード
レイン領域２９に排出される。
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【００４３】
　そして、第２の基板１４の裏面側には、第１の配線層１３の配線２５から伸びるコンタ
クト部２７が接続されている。本実施形態例では、コンタクト部２７の上端部は第２の基
板１４のオーバーフロードレイン領域２９に接続されるように形成されている。第１の配
線層１３の配線２５からコンタクト部２７を介してオーバーフロードレイン領域２９に所
望の電位（以下、電子シャッタパルス）が供給されることによりオーバーフローバリア３
３の電位が変化する。これにより受光部ＰＤに蓄積された信号電荷がオーバーフロードレ
イン領域２９にオーバーフローされる。すなわち、第２の基板１４に形成された縦型オー
バーフロー構造と、コンタクト部２７を介して供給される電子シャッタパルスにより、電
子シャッタの機能が構成されている。
【００４４】
　なお、本実施形態例では、１つの画素毎に縦型オーバーフロー構造を形成する構成とし
ているが、全画素において共通に用いることができる縦型オーバーフロードレイン構造と
することもできる。その場合は、オーバーフロードレイン領域２９を画素部に相当する領
域に形成し、そこにコンタクト部を介して電子シャッタパルスを供給することで、全画素
同時に信号電荷をオーバーフローさせることができる。
【００４５】
　第２の配線層１５は、第２の基板１４上部にゲート絶縁膜３８を介して形成された転送
トランジスタＴｒ１を構成するゲート電極３９と、ゲート電極３９上部に層間絶縁膜３６
を介して形成された配線３４を有する。この配線３４は、コンタクト部３５を介して転送
トランジスタＴｒ１（図３ではフローティングディフュージョン部ＦＤ）に接続されてい
る。そして、配線３４は、第２の基板１４を貫通するように形成された基板内絶縁層３７
に形成されたコンタクト部２６により、第１の配線層１３に形成された配線２５ａに接続
されている。第１の配線層１３の配線２５ａと、第２の配線層１５の配線３４とがコンタ
クト部２６によって接続されることにより、例えば、フローティングディフュージョン部
ＦＤの電位が、第１の基板１２側に形成された画素トランジスタＴｒに供給される。
【００４６】
　第２の配線層１５上部（光入射側）には、例えばＲ（赤色）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）
のカラーフィルタ層１６が形成されている。そして、カラーフィルタ層１６上部には、オ
ンチップマイクロレンズ１７が形成されている。
【００４７】
　以上の構成を有する固体撮像装置１では電子シャッタパルスを、コンタクト部２７を介
してオーバーフロードレイン領域２９に供給することにより、受光部ＰＤに蓄積された信
号電荷がオーバーフロードレイン領域２９に流れる。これにより、受光部ＰＤが一度リセ
ットされる。そして、受光部ＰＤをリセットした後に信号電荷の生成、蓄積を開始され、
受光部ＰＤで蓄積された信号電荷は、転送トランジスタＴｒ１のゲート電極３９に所望の
転送パルスφＴＲＧが供給されることによりフローティングディフュージョン部ＦＤに読
み出される。
【００４８】
　信号電荷が読み出されることによって変化したフローティングディフュージョン部ＦＤ
の電位は、第２の配線層１５の配線３４、及び第１の配線層１３の配線２５を介して第１
の基板１２側に形成される画素トランジスタＴｒに供給される。その後、第１の基板１２
側に形成された所望の画素トランジスタＴｒにより増幅された画素信号が画素毎に選択的
に出力される。
【００４９】
　本実施形態例の固体撮像装置１では、第２の基板１４の裏面側に第１の配線層１３が形
成され、第２の基板１４の裏面側からオーバーフロードレイン領域２９に接続されるコン
タクト部２７が採られている。このため電子シャッタを構成する配線を第２の基板１４上
部の光入射側に形成された第２の配線層１５に形成する必要がない。このため、受光面積
を減少させる、もしくは等価的に画素面積を大きくすることなく電子シャッタの実現が可
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能となる。また、本願発明では、第１の基板１２及び第２の基板１４が積層された３次元
構造とされ、第２の基板１４には受光部ＰＤと、一部の画素トランジスタ（本実施形態例
えは転送トランジスタＴｒ１）しか形成されない。このためフォトダイオードからなる受
光部ＰＤの面積を大きくすることができ、感度の向上が図れる。また、３次元構造とする
ことにより、装置の小型化が図られる。
【００５０】
　［１－３　製造方法］
　図４～図１２は、本実施形態例の固体撮像装置１の製造方法を示す工程図である。図４
～図１２を用いて、本実施形態例の固体撮像装置１の製造方法について説明する。
【００５１】
　まず、図４に示すように、第１の基板１２の表面側に画素トランジスタＴｒを構成する
ソース・ドレイン領域１９と素子分離領域２０を形成し、第１の基板１２上部に第１の配
線層を形成する。これらの形成方法は、通常の固体撮像装置の製造方法と同様のプロセス
により形成する。例えば、素子分離領域はＳＴＩにより形成され、半導体基板１８からな
る第１の基板１２の表面側の所望の領域にトレンチを形成した後、シリコン酸化膜等の酸
化膜を埋め込むことにより形成する。ゲート電極２３は、シリコン酸化膜からなるゲート
絶縁膜２１を第１の基板１２表面に成膜した後、ポリシリコン層をパターニングすること
により形成する。また、ソース・ドレイン領域１９は、ゲート電極２３をマスクとしてｐ
型の半導体基板１８表面にｎ型の不純物を高濃度にイオン注入することにより形成する。
その後、第１の基板１２上部にシリコン酸化膜等により層間絶縁膜２２を形成し、層間絶
縁膜２２を介して、複数層（本実施形態例では２層）の配線２５を例えばアルミニウムや
銅等の金属材料により形成する。配線２５は、アルミニウムや銅等からなる金属層をパタ
ーニングすることにより所望の位置に形成する。特に、第１の配線層１３では、後の工程
において、上層に形成される第２の配線層１５からのコンタクト２６部が形成される部分
に、コンタクト部２６を受ける為の配線２５ａを形成しておく。また、第１の配線層１３
の形成工程では、所望の配線２５間、又は配線２５と第１の基板１２との間の層間絶縁膜
２２に開口部を形成し、その開口部を例えばタングステン等の金属材料を埋め込むことに
より所望のコンタクト部２４を形成する。この工程では、配線２５形成後、第１の配線層
１３の上層の配線２５が層間絶縁膜に被覆されるように、最上層に層間絶縁膜２２を形成
する。
【００５２】
　次に、図５に示すように、第１の配線層１３の最上層の層間絶縁膜２２の所定の位置に
、第１の配線層１３の配線２５に接続されるコンタクト部２７を形成する。このコンタク
ト部２７は層間絶縁膜２２上面から所定の配線２５が臨むようにコンタクトホールを形成
し、例えばタングステン等の金属材料を埋め込むことにより形成することができる。すな
わち、このコンタクト部２７の一方の端部（下端部）は、第１の配線層１３の配線２５に
接続され、他方の端部（上端部）は第１の配線層１３の上面に露出するように形成される
。
【００５３】
　次に、図６に示すように、第１の配線層１３上部にｐ型半導体基板２８からなる第２の
基板１４を張り合わせる。この場合、半導体基板２８と第１の配線層１３を構成する層間
絶縁膜２２上面との間の接着力により両者が圧着される。第２の基板１４としては、例え
ば、１０μｍのｐ型半導体基板２８が用いられる。そして、この張り合わせ工程において
、第１の配線層１３上面に露出するように形成されたコンタクト部２７の上端部が第２の
基板１４の裏面に張り合わされ、好ましくは、図６に示すように内部に埋め込まれて張り
合わされる。このように張り合わされる為、実際には第１の配線層１３に形成されたコン
タクト部２７の上端部は層間絶縁膜２２上に突出するように形成し、また、第２の基板１
４においては予めコンタクト部２７が埋め込まれる部分に凹部を形成する。こうすること
により、コンタクト部２７の上端部を第２の基板１４の内部に埋め込むように、第１の配
線層１３上に第２の基板１４を張り合わせることができる。
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【００５４】
　次に、図７に示すように、第２の基板１４のコンタクト部２７が接続された領域にｎ型
の不純物をイオン注入することにより、オーバーフロードレイン領域２９を形成する。こ
れにより、コンタクト部２７を介して、オーバーフロードレイン領域２９と第１の配線層
１３の配線２５が電気的に接続される。その後、オーバーフロードレイン領域２９を形成
した上部の領域に、ｐ型の不純物をイオン注入することによりオーバーフローバリア３３
を形成する。本実施形態例では、オーバーフローバリア３３は、第２の基板１４の画素部
が形成された領域に渡って一面に形成する構成としている。
【００５５】
　次に、図８に示すように、第２の基板１４上部に例えばシリコン酸化膜からなるゲート
絶縁膜３８を成膜したのち、ゲート絶縁膜３８上部にポリシリコン層を形成し所望の形状
にパターニングすることにより転送トランジスタＴｒ１のゲート電極３９を形成する。
　その後、ゲート電極３９をマスクとしてゲート電極３９に隣接する領域にｎ型不純物領
域３１及び暗電流抑制領域３２からなる受光部ＰＤと、フローティングディフュージョン
部ＦＤを形成する。ｎ型不純物領域３１は、オーバーフロードレイン領域２９、及びオー
バーフローバリア３３が形成された領域上部にｎ型の不純物をイオン注入することにより
形成する。また、暗電流抑制領域３２は、そのｎ型不純物領域３１上部の第２の基板１４
の最表面にｐ型の不純物を高濃度にイオン注入することにより形成する。フローティング
ディフュージョン部ＦＤは、ゲート電極３９を挟んで受光部ＰＤが形成された側とは反対
側にｎ型の不純物を高濃度にイオン注入することにより形成する。
【００５６】
　次に、図９に示すように、第１の配線層１３を構成する上層の層間絶縁膜２２が露出す
るように、第２の基板１４の所望の位置に、第２の基板１４を貫通する開口部３７ａを形
成する。この開口部３７ａは、第１の配線層１３に形成された、後の工程で形成されるコ
ンタクト部２６の受け用の配線２５ａに相当する領域に形成され、例えば、その受け用の
配線２５ａの形成面積よりも開口面積が大きく形成される。
【００５７】
　次に、図１０に示すように、第２の基板１４に形成された開口部３７ａをシリコン酸化
膜で埋め込むことにより基板内絶縁層３７を形成すると共に、ゲート電極３９を被覆する
第２の基板１４上面にシリコン酸化膜からなる層間絶縁膜３６を形成する。
【００５８】
　次に、図１１に示すように、層間絶縁膜３６の所望の位置にコンタクトホール２６ａ，
３５ａを形成する。この工程では、例えば、図１１に示すようにフローティングディフュ
ージョン部ＦＤが露出するように層間絶縁膜３６にコンタクトホール３５ａを形成する。
また、第１の配線層１３に形成された受け用の配線２５ａが露出するように、層間絶縁膜
３６、基板内絶縁層３７及び、第１の配線層１３の層間絶縁膜２２を貫通するコンタクト
ホール２６ａを形成する。
【００５９】
　次に、図１２に示すように、コンタクトホール２６ａ，３５ａに例えば、タングステン
からなる金属材料を埋め込むことによりコンタクト部２６，３５を形成する。その後、こ
れらのコンタクト部２６，３５上部に、アルミニウム又は銅等からなる配線３４を形成す
る。この配線３４は、アルミニウム又は銅等からなる金属層をパターニングすることによ
り所望の形状に形成し、例えば、本実施形態例ではコンタクト部３５と第２の基板１４を
貫通するコンタクト部２６を接続するように形成する。これにより、フローティングディ
フュージョン部ＦＤが、第１の配線層１３の配線２５と電気的に接続される。
【００６０】
　また、図示を省略するが、転送トランジスタＴｒ１のゲート電極３９に接続される配線
も、第２の基板１４を貫通するコンタクト部を介して第１の配線層１３の配線に接続する
構成としてもよい。この場合、第２の基板１４に形成される転送トランジスタＴｒ１の駆
動を他の画素トランジスタＴｒと同様に、第１の配線層１３を介して行うことができる。
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　その後、図１２に示すように、配線３４を被覆するように層間絶縁膜３６を形成し第２
の配線層１５が完成される。
【００６１】
　その後、図示を省略するが、通常行われている方法により、第２の配線層１５上部にカ
ラーフィルタ層１６、及びオンチップマイクロレンズ１７を形成し、図に示す固体撮像装
置１が完成する。
【００６２】
　本実施形態例の固体撮像装置１は、第１の配線層１３上に第２の基板１４が張り合わさ
れて形成される。現在の技術によると、張り合わせの際にかかる温度は、４００℃以下を
実現できるため、下層の第１の基板１２に形成された比較的高い性能が必要とされる画素
トランジスタＴｒの性能を維持できる。また、第２の基板１４に形成されるトランジスタ
は、比較的性能が低くてもよい転送トランジスタＴｒ１であるため、４００℃より高い温
度をかけることなく形成することができる。このため、第２の基板１４に形成される受光
部ＰＤ等の不純物領域を形成する際に用いられるイオン注入法も４００℃以下を実現でき
るので、ここにおいても下層の第１の基板１２に形成された画素トランジスタＴｒの性能
を維持できる。
【００６３】
　このように、本実施形態例ではプロセス制約上実現可能な固体撮像装置１を得ることが
できる。さらに、第２の基板１４の裏面側に形成された第１の配線層１３の配線２５から
第２の基板１４のオーバーフロードレイン領域２９にコンタクト部２７を落とすことがで
きる。このため、電子シャッタ機能を構成する場合でも受光面積を減少することなく、電
子シャッタ機能を有する固体撮像装置１を得ることができる。
【００６４】
　また、本実施形態例では、基板の積層が張り合わせによってなされている。このため、
厚膜エピウェハや薄膜ＳＯＩ（Silicon On Insulator）ウェハよりも格段に易く、ＳＯＩ
ウェハが必要とされている裏面照射型の固体撮像装置に対してコスト的に有利である。
【００６５】
　本実施形態例では、第２の基板１４を貫通するコンタクト部２６のためのコンタクトホ
ール２６ａの形成は、一度のエッチングで開口する構成としたがこれに限られるものでは
ない。図１３Ａ～Ｄに、コンタクトホール２６ａの形成の他の例を示す。図１３Ａ～Ｄは
、コンタクトホール２６ａの形成領域を抜き出して図示したものである。
【００６６】
　まず、図１３Ａに示すように、ゲート絶縁膜３８上部に層間絶縁膜３６を形成した後、
図１３Ｂに示すように、配線２５ａ上部の領域をエッチング加工し、第１の配線層１３の
配線２５ａ全体が露出されるように開口部２６ｂを形成する。このとき、開口部２６ｂが
、コンタクト部２６を受ける配線２５ａよりも小さな径で形成することが好ましい。その
後、図１３Ｃに示すように、層間絶縁膜３６上部及び開口部２６ｂの内壁を被覆するよう
に、絶縁膜３６ａを形成する。そして、その後、図１３Ｄに示すように、全面エッチバッ
クすることにより、配線２５ａを露出させる。こうすることにより、所望の径に形成され
たコンタクトホール２６ａが形成される。
【００６７】
　図１３Ａ～図１３Ｄで示すように、一度大きな開口部２６ｂを形成したのち、開口部２
６ｂのみに絶縁膜３６ａが残るようなプロセスを踏むことで、アスペクト比の大きいコン
タクトホール２６ａを精度良く形成することができる。また、この製造方法でコンタクト
ホール２６ａを形成する場合、絶縁膜３６ａの膜厚は、基板２８とコンタクト部２６を構
成するコンタクト材料との耐圧分でよい。一方、図１２の絶縁膜３７は、図９で示した開
口部３７ａと、図１１の開口部２６ａを形成するときの重ねズレを考慮した膜厚が必要で
あり、開口３７ａは図１３Ａ～図１３Ｄで示す製造方法よりも大きく開ける必要がある。
このため、図１３Ａ～図１３Ｄに示す製造方法は、開口の形成面積の点でも有利である。
【００６８】
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　本実施形態例の固体撮像装置１では、第２の基板１４はｐ型の半導体基板２８を用いる
例としたが、ｎ型の半導体基板上にｐ型のウェル層を形成した半導体基板を用いることも
できる。その場合は、ｐ型のウェル層に受光部ＰＤを形成し、その受光部ＰＤ下部にｐ型
の不純物領域によりオーバーフローバリア３３を形成し、ウェル層とｎ型の半導体基板と
の界面にｎ型の不純物領域により、オーバーフロードレイン領域２９を形成すればよい。
反対に、ｐ型の半導体基板上にｎ型のエピタキシャル成長層が形成された半導体基板を用
いることもでき、種々の変更が可能である。これらの場合も、受光部ＰＤが形成された第
２の基板１４の表面側から裏面側に架けてｐｎｐｎ接合を有するように構成する。また、
このときの各不純物領域の不純物濃度は、各領域の機能を発揮できる濃度に設定される。
【００６９】
　また、本実施形態例の固体撮像装置１では、光入射側となる上層の基板（第２の基板１
４）側に受光部ＰＤと、転送トランジスタＴｒ１を形成し、下層の基板（第１の基板１２
）側に、転送トランジスタＴｒ１以外の画素トランジスタＴｒを形成する例とした。しか
しながら、本発明はこの構成に限られるものではなく、下層の基板側に他の駆動回路を形
成してもよく、またデジタル回路の他アナログ回路等を形成することもできる。
【００７０】
　〈２．第２の実施形態〉
　［２－１　要部の断面構成］
　図１４、第２の実施形態に係る固体撮像装置４０の画素部の概略断面構成図である。本
実施形態例における固体撮像装置４０の全体の構成、及び画素の回路構成は、図１及び図
２と同様であるから重複説明を省略する。また、図１４おいて、図３に対応する部分には
同一符号を付し重複説明を省略する。本実施形態例の固体撮像装置４０は、各基板上の配
線層又は絶縁層にマイクロパッドを形成しそのマイクロパッド間をマイクロバンプによっ
て接続して２つの基板を積層する例である。
【００７１】
　図１４示すように本実施形態例の固体撮像装置４０は、光入射側に向って順に第１の基
板１２、第１の配線層４３、絶縁層４２、第２の基板１４、第２の配線層１５、カラーフ
ィルタ層１６、オンチップマイクロレンズ１７が積層された３次元構造とされている。
【００７２】
　本実施形態例では、第１の配線層４３の絶縁層４２に面する側である層間絶縁膜２２上
部には、マイクロバンプ用のマイクロパッド４６が露出するように形成されている。そし
て、このマイクロパッド４６は、層間絶縁膜２２に形成されたコンタクト部２４を介して
、第１の配線層４３に形成された所望の配線２５に接続されている。
　本実施形態例において、第１の基板１２、及び第１の配線層４３を合わせて、第１の素
子４５とする。
【００７３】
　絶縁層４２は、第２の基板１４の反光入射側に形成されており絶縁層４２の第１の配線
層４３側の面（裏面）にはマイクロバンプ用のマイクロパッド４７が露出するように形成
されている。そして、絶縁層４２には、第２の基板１４に形成されたオーバーフロードレ
イン領域２９に接続されるコンタクト部２７が形成されており、このコンタクト部２７が
、マイクロパッド４７に接続されている。また、第２の配線層１５の配線３４に接続され
基板内絶縁層３７を貫通したコンタクト部２６も絶縁層４２を貫通して、絶縁層４２の裏
面に形成されたマイクロパッド４７に接続されている。
　本実施形態例において、絶縁層４２、第２の基板１４、及び第２の配線層１５を合わせ
て、第２の素子４４とする。
【００７４】
　そして、本実施形態例の固体撮像装置４０では、第１の配線層４３上部に形成されたマ
イクロパッド４６と、絶縁層４２の裏面に形成されたマイクロパッド４７との間が、マイ
クロバンプ４８によって電気的に接続されている。これにより、第１の素子４５と第２の
素子４４が接続されているので、第２の配線層１５の配線３４とオーバーフロードレイン
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領域２９に接続されているコンタクト部２６，２７が、それぞれ第１の配線層４３の配線
２５に電気的に接続されている。
【００７５】
　このような構造の固体撮像装置４０においても、第１の実施形態の固体撮像装置１の動
作と同様の動作が可能となり、電子シャッタ機能が実現される。
【００７６】
　［２－２　製造方法］
　図１５～図２５は、本実施形態例の固体撮像装置４０の製造方法を示す工程図である。
図１５～図２５を用いて、本実施形態例の固体撮像装置４０の製造方法について説明する
。
【００７７】
　まず、第１の素子４５の製造方法について説明する。
　図１５に示すように、第１の実施形態における図４に相当する製造方法と同様の方法を
用いて、第１の基板１２及び第１の配線層４３を形成する。
【００７８】
　次に、図１６に示すように、上層の層間絶縁膜２２の所望の位置をエッチング除去する
ことにより、所望の配線２５が露出するようにコンタクトホール２４ａを形成する。
【００７９】
　次に、図１７に示すように、コンタクトホール２４ａを例えばタングステン等の金属材
料で埋め込むことによりコンタクト部２４を形成する。また、コンタクト部２４形成後、
コンタクト部２４を被覆する領域に例えば、アルミニウム又は銅等からなる金属層を所望
の形状にパターニングすることによりマイクロパッド４６を形成する。図１６では、マイ
クロパッド４６と最上層の層間絶縁膜２２が面一となるように形成されているが実際には
面一にならなくてもよい。例えば層間絶縁膜２２がマイクロパッド４６よりも盛り上がる
ように形成されている場合には、後の工程でマイクロバンプ４８のずれ等を抑制すること
ができ、接続を精度良く行うことができる。また、図示を省略するが、マイクロパッド４
６上には、マイクロバンプ４８中の錫が、マイクロパッド４６上に拡散するのを防止する
ための拡散防止層と、拡散防止層とマイクロパッド４６との密着性を確保するための密着
層が形成される。拡散防止層としては、銅、ニッケル（Ｎｉ）、鉄（Ｆｅ）、金（Ａｕ）
、パラジウム（Ｐｄ）等の金属膜や、それらの合金膜を用いることができる。また、密着
層として、チタン（Ｔｉ）、クロム（Ｃｒ）、タングステン（Ｗ）、チタンタングステン
（ＴｉＷ）、コバルト（Ｃｏ）、ベリリウム（Ｂｅ）等の金属膜や合金膜を用いることが
できる。
【００８０】
　次に、第２の素子４４の製造方法について説明する。
　図１８に示すように、通常の表面照射型の固体撮像装置の製造方法を用いて、フォトダ
イオードからなる受光部ＰＤやオーバーフロー構造等を構成する不純物領域を有する第２
の基板１４を形成する。そして、第２の基板１４上に、ゲート絶縁膜３８、ゲート電極３
９、配線３４、及びコンタクト部３５を有する第２の配線層１５を形成する。
　ここで、第２の基板１４のオーバーフロードレイン領域２９は、ｎ型の不純物をイオン
注入することによって形成し、またオーバーフローバリア３３は、ｐ型の不純物をイオン
注入することによって形成する。受光部ＰＤ及びフローティングディフュージョン部ＦＤ
は、第１の実施形態と同様に、ゲート絶縁膜３８及びゲート電極３９の形成後に形成する
。すなわち、受光部ＰＤ、及びフローティングディフュージョン部ＦＤはゲート電極３９
をマスクとして形成することができる。
【００８１】
　次に、図１９に示すように、第２の配線層１５上部に支持基板４１を接合する。
【００８２】
　その後、図２０に示すように、支持基板４１が接合された第２の素子４４を反転し、支
持基板４１が接続された側とは反対側である第２の基板１４の裏面側から表面側に架けて
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半導体基板２８を貫通する開口部３７ａをエッチングにより形成する。この開口部３７ａ
は、第２の基板１４の所望の位置に形成し、本実施形態例では第２の配線層１５に形成さ
れた配線３４に相当する領域に開口部３７ａを形成する。
【００８３】
　次に、図２１に示すように、開口部３７ａを例えばシリコン酸化膜により埋め込むこと
により基板内絶縁層３７を形成し、また第２の基板１４の裏面全面に例えばシリコン酸化
膜を形成することにより絶縁層４２を形成する。
【００８４】
　次に、図２２に示すように、絶縁層４２及び第２の基板１４の裏面側をエッチングして
、第２の基板１４のオーバーフロードレイン領域２９が露出するようにコンタクトホール
２７ａを形成する。また、絶縁層４２、基板内絶縁層３７、ゲート絶縁膜３８及び層間絶
縁膜３６をエッチングして、第２の配線層１５の配線３４が露出するようにコンタクトホ
ール２６ａを形成する。
【００８５】
　次に、図２３に示すように、コンタクトホール２６ａ，２７ａを例えばタングステン等
の金属材料で埋め込むことによりコンタクト部２６，２７を形成する。そして、コンタク
ト部２６，２７形成後、コンタクト部２６，２７を被覆するそれぞれの領域に例えば、ア
ルミニウム、銅等からなる金属層を所望の形状にパターニングすることによりマイクロパ
ッド４７を形成する。第２の素子４４に形成されるマイクロパッド４７も、第１の素子４
５に形成されるマイクロパッド４６と同様、マイクロパッド４７と絶縁層４２の表面が面
一となるように形成されているが実際には面一にならなくてもよい。例えば、絶縁層４２
の表面がマイクロパッド４７よりも盛り上がるように形成されている場合には、後の工程
で、マイクロバンプ４８による接続を精度良く行うことができる。
【００８６】
　以上のようにして第１の素子４５と第２の素子４４が完成された後、図２４に示すよう
に第１の素子４５のマイクロパッド４６と第２の素子４４のマイクロパッド４７間をマイ
クロバンプ４８によって接続する。これにより、第１の素子４５と第２の素子４４とを張
り合わせる。
【００８７】
　次に、図２５に示すように、図２４の工程まで第２の素子４４表面に形成されていた支
持基板４１を、グライディング加工や、ＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing）法等
を用いて除去する。
【００８８】
　その後、図示を省略するが、通常行われている方法により第２の配線層１５上部にカラ
ーフィルタ層１６、及びオンチップマイクロレンズ１７を形成し、図１５に示す固体撮像
装置４０が完成する。
【００８９】
　本実施形態例の固体撮像装置４０の製造方法では、第１の素子４５と第２の素子４４と
を別々に形成し最後に張り合わせるため、各素子において、基板に形成される不純物領域
は配線形成前に形成することができる。このため、本実施形態例の固体撮像装置４０は、
配線形成後に高温プロセスを行うことなく形成することができる。
【００９０】
　また、本実施形態例の固体撮像装置４０の製造方法では、オーバーフロードレイン領域
２９に接続されるコンタクト部２７は、絶縁層４２側から第２の基板１４の所望の位置に
コンタクトホール２７ａを形成することにより形成される。このように、コンタクト部２
７を第２の基板１４の裏面側から形成できるので、第２の基板１４の裏面側にコンタクト
部２７の上端部が埋め込まれた構成とする場合、第１の実施形態と比較しその埋め込み形
成が容易となる。
【００９１】
　〈３．第３の実施形態〉
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　［３－１　要部の断面構成］
　図２６は、第３の実施形態に係る固体撮像装置５０の画素部の概略断面構成図である。
本実施形態例における固体撮像装置５０の全体の構成、及び画素の回路構成は、図１及び
図２と同様であるから重複説明を省略する。また、図２６において、図３に対応する部分
には同一符号を付し重複説明を省略する。
【００９２】
　図２６に示すように、本実施形態例の固体撮像装置５０は光入射側に向って順に、第１
の配線層５４、第１の基板５３、絶縁層５２、第２の基板１４、第２の配線層５１、カラ
ーフィルタ層１６、オンチップマイクロレンズ１７が積層された３次元構造とされている
。
【００９３】
　第１の配線層５４は、層間絶縁膜２２を介して形成された複数層の配線（本実施形態例
では２層）２５を有し、各配線２５間はコンタクト部２４を介して接続されている。また
、第１の配線層５４の所望の配線２５と、第１の配線層５４上部に形成される第１の基板
５３の所望の領域もコンタクト部２４を介して接続されている。
【００９４】
　第１の基板５３の裏面（第１の配線層５４に接する面）側には素子分離領域２０、及び
画素トランジスタＴｒのソース・ドレイン領域１９が形成されている。そして、第１の基
板５３の裏面上の第１の配線層５４には、ゲート絶縁膜２１を介してゲート電極２３が形
成されている。また、第１の基板５３の所望の領域には基板を貫通する基板内絶縁層５５
，５６が形成されている。
【００９５】
　このように、本実施形態例の固体撮像装置５０では、第１の配線層５４と第１の基板５
３は、第１の実施形態の固体撮像装置１における第１の基板１２及び第１の配線層１３を
反転させた構成とされている。そして、第２の配線層５１では、フローティングディフュ
ージョン部ＦＤに接続されコンタクト部５９及び配線５８は、高融点金属材料で形成され
、例えばタングステンによって形成されている。高融点金属材料としては、チタン（Ｔｉ
）、モリブデン（Ｍｏ）、タンタル（Ｔａ）を用いることができる。
【００９６】
　そして、第１の配線層５４の配線２５は、基板内絶縁層５６を貫通するコンタクト部２
７より第２の基板１４のオーバーフロードレイン領域２９に接続されている。また、第２
の配線層５１の配線５８と、第１の配線層５４の所望の配線２５は、基板内絶縁層５５，
３７を貫通するコンタクト部２６を介して接続されている。
【００９７】
　その他の構成は、第１の実施形態で説明した固体撮像装置１と同様であるから説明を省
略する。
【００９８】
　本実施形態例の固体撮像装置５０においても、第１の実施形態における固体撮像装置１
の動作と同様の動作がなされ、電子シャッタ機能が実現される。
【００９９】
　［３－２　製造方法］
　図２７～図３５は、本実施形態例の固体撮像装置５０の製造方法を示す工程図である。
図２７～図３５を用いて、本実施形態例の固体撮像装置５０の製造方法について説明する
。
【０１００】
　まず、図２７に示すように、第２の実施形態の図１８を用いて説明した方法と同様にし
て、第２の基板１４と、第２の基板１４上に第２の配線層５１を形成する。しかし、第２
の実施形態における第２の配線層１５とは異なり、本実施形態例の第２の配線層５１では
、コンタクト部５９及び配線５８を高融点金属材料であるタングステンによって形成する
。



(18) JP 5482025 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

【０１０１】
　次に、図２８に示すように、第２の配線層５１上部に支持基板６０を張り合わせた後反
転し、第２の基板１４の裏面側から第２の基板１４の表面側にかけてエッチングすること
により、第２の基板１４を貫通する開口部３７ａを形成する。この開口部３７ａは、第２
の基板１４の所望の位置に形成され、本実施形態例では、第２の配線層５１の配線５８が
形成された領域の上部（図２６では下部）に積層された部分に開口部３７ａを形成してい
る。
【０１０２】
　次に、図２９に示すように、開口部３７ａを例えばシリコン酸化膜等の絶縁膜で埋め込
むことによって基板内絶縁層３７を形成するとともに、第２の基板１４の裏面を覆うよう
にシリコン酸化膜等の絶縁膜を形成することによって絶縁層５２を形成する。その後、絶
縁層５２上に、第１の基板５３を構成するｐ型の半導体基板１８を形成する。
【０１０３】
　次に、図３０に示すように、第１の実施形態及び第２の実施形態と同様の方法で、第１
の基板５３に素子分離領域２０を形成する。また、第１の基板５３上にゲート絶縁膜２１
を介してゲート電極２３を形成した後、そのゲート電極２３をマスクに、ソース・ドレイ
ン領域１９を形成することにより、所望の画素トランジスタＴｒを形成する。
【０１０４】
　ところで、第１の基板５３上にソース・ドレイン領域１９等の不純物領域を形成する場
合には、通常と同様、イオン注入時や不純物活性化時（アニール時）に高温の熱がかけら
れる。本実施形態例では、図３０の工程で、第１の基板５３の下層には第２の配線層５１
が既に形成されている。しかしながら、第２の配線層５１の配線５８及びコンタクト部５
９は、高融点金属材料であるタングステンで構成されているため、不純物活性化に必要な
程度の温度は使用することが可能となる。すなわち、配線層を形成した後にイオン注入や
不純物活性を行うことができる。
【０１０５】
　第１の基板５３上に画素トランジスタＴｒが形成された後、図３１に示すように、ゲー
ト絶縁膜２１及び第１の基板５３をエッチングすることにより、絶縁層５７が露出する開
口部５５ａ，５６ａを形成する。この開口部５５ａ，５６ａは、所望の位置に形成され、
本実施形態例では、第２の基板１４に形成された基板内絶縁層３７の上部に積層された部
分と、第２の基板１４のオーバーフロードレイン領域２９の上部に積層された部分に開口
部を形成している。
【０１０６】
　次に、図３２に示すように、開口部５５ａ，５６ａを例えばシリコン酸化膜等の絶縁膜
で埋め込むことによって基板内絶縁層５５，５６を形成する。その後、第１の基板５３の
裏面（この工程では表面）を覆うようにシリコン酸化膜等を形成することによって第１の
配線層５４の層間絶縁膜２２を形成する。
【０１０７】
　次に、図３３に示すように、層間絶縁膜２２の上面からエッチングすることにより、所
望の位置にコンタクトホールを形成する。この工程では、例えば、第１の基板５３が露出
するコンタクトホール２４ａや、図示しないが、第１の基板５３上に形成された画素トラ
ンジスタＴｒのゲート電極２３が露出するコンタクトホールを形成する。その他、基板内
絶縁層５６を貫通して第２の基板１４のオーバーフロードレイン領域２９に達する深さの
コンタクトホール２７ａや、基板内絶縁層５５，３７を貫通して第２の配線層５１の配線
５８に達する深さのコンタクトホール２６ａを形成する。
【０１０８】
　次に、図３４に示すように、コンタクトホール２４ａ，２６ａ，２７ａを例えばタング
ステン等の金属材料で埋め込むことにより、コンタクト部２４，２６，２７を形成する。
その後、各コンタクト部２４，２６，２７上部に例えばアルミニウムや銅等の金属材料か
らなる配線２５を形成する。その後、層間絶縁膜２２の形成、コンタクト部２４の形成、
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及び配線２５の形成を繰り返すことにより、第１の配線層５４が完成する。
【０１０９】
　そして、第１の配線層５４が完成した後、再度反転して、図３５に示すように第２の配
線層５１上部に張り合わされていた支持基板６０をグラインディング加工や、ＣＭＰ法等
により除去する。
【０１１０】
　その後、図示を省略するが、通常行われている方法により、第２の配線層５１上部にカ
ラーフィルタ層１６、及びオンチップマイクロレンズ１７を形成し、図２６に示す固体撮
像装置５０が完成する。
【０１１１】
　本実施形態例の固体撮像装置５０の製造方法では、第１の基板５３上に画素トランジス
タＴｒを形成する前の工程で形成される第２の配線層５１のコンタクト部５９、及び配線
５８は、高融点金属材料であるタングステンで構成されている。このため、第２の配線層
５１形成後に画素トランジスタＴｒのソース・ドレイン領域１９を形成するような高温プ
ロセスを用いることができる。
【０１１２】
　〈４．第４の実施形態〉
　［４－１　要部の断面構成］
　図３６は、第４の実施形態に係る固体撮像装置７０の画素部の概略断面構成図である。
本実施形態例における固体撮像装置７０の全体の構成、及び画素の回路構成は、図１及び
図２と同様であるから重複説明を省略する。また、図３６において、図２６に対応する部
分には同一符号を付し重複説明を省略する。本実施形態例の固体撮像装置７０は、３層の
基板が、配線層又は絶縁層を介して積層された例である。
【０１１３】
　図３６に示すように、本実施形態例の固体撮像装置７０は、第３の実施形態例の固体撮
像装置５０の下層に第３の配線層７３及び第３の基板７２がさらに積層された、３次元構
造とされている。
【０１１４】
　本実施形態例の第１の配線層５４では、第１の配線層５４上にマイクロパッド８３が形
成されている。また、第３の配線層７３及び第３の基板７２は、第２の実施形態の固体撮
像装置４０における第１の配線層４３及び第１の基板１２と同様の構成を有する。ただし
、第３の配線層７３におけるマイクロパッド４６の形成位置は、上層の第１の配線層５４
上のマイクロパッド８３の位置に合わせて形成してある。
【０１１５】
　第３の基板７２及び第３の配線層７３を合わせて第１の素子７４とする。また、第１の
配線層５４、第１の基板５３、絶縁層５２、第２の基板１４及び第２の配線層１５を合わ
せて第２の素子７５とする。
【０１１６】
　本実施形態例の固体撮像装置７０では、第３の配線層７３上部に形成されたマイクロパ
ッド４６と、第１の配線層５４の下部に形成されたマイクロパッド８３間が、マイクロバ
ンプ８５によって接続される。これにより、第１の素子７４上に第２の素子７５が積層さ
れた構造とされており、また、各所望の配線間は、コンタクト部、及びマイクロバンプを
介して接続されている。
【０１１７】
　このように、３層の基板を３次元的に積層する場合も受光部ＰＤが形成される第２の基
板１４に、第２の基板１４の裏面側からオーバーフロードレイン領域２９に接続されるコ
ンタクト部２７を接続することができる。
【０１１８】
　本実施形態例の固体撮像装置７０は、図３４の工程において、第１の配線層５４上部に
マイクロパッド８３を形成することで第２の素子７５を形成し、また図１７と同様にして
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形成した第１の素子７４を形成する。その後、第１の素子７４と第２の素子７５をマイク
ロバンプ８５により張り合わせることによって積層することができる。
【０１１９】
　このように、２層以上の基板を配線層又は絶縁層を介して積層することによって、３次
元構造の固体撮像装置を形成することができる。これにより、画素トランジスタＴｒの他
の信号処理回路等を積層することができ、更なる装置の小型化がなされる。
【０１２０】
　ところで、上述した第１～第４の実施形態では、オーバーフロー構造を有するＣＭＯＳ
型の固体撮像装置において電子シャッタ機能を実現するために、本発明を適用した場合を
説明した。しかしながら、本発明の構成は、オーバーフロー構造を有する固体撮像装置へ
の適用のみに限られるものではない。
　以下に、本発明の構成を、ウェル領域の電位固定の実現に適用した場合を説明する。
【０１２１】
　〈５．第５の実施形態〉
　［５－１　要部の断面構成］
　図３７は、第５の実施形態に係る固体撮像装置８０の画素部の概略断面構成図である。
本実施形態例における固体撮像装置８０の全体の構成、及び画素の回路構成は、図１及び
図２と同様であるから重複説明を省略する。また、図３７において、図３に対応する部分
には同一符号を付し重複説明を省略する。本実施形態例の固体撮像装置８０は、第１の実
施形態の固体撮像装置１の第２の基板１４の構成が異なる例である。
【０１２２】
　本実施形態例の固体撮像装置８０では、第２の基板８１は、ｎ型の半導体基板８２で構
成されている。そして、受光部ＰＤ及びフローティングディフュージョン部ＦＤは、第２
の基板８１の表面から深さ方向に形成されたｐ型の不純物領域で構成されるウェル領域８
４に形成されている。
【０１２３】
　ウェル領域８４には、第２の基板８１裏面側に配された第１の配線層１３の配線２５か
ら伸びるコンタクト部２７が接続されている。本実施形態例の固体撮像装置８０では、ウ
ェル領域８４に、第１の配線層１３の配線２５から、コンタクト部２７を介して所望の電
圧が供給されることにより、ウェル領域８４の電位が固定される。
【０１２４】
　本実施形態例の固体撮像装置８０は、第１の実施形態の製造方法を用いて形成すること
ができる。この場合は、第２の基板８１の製造工程においては、ｎ型の半導体基板８２を
第１の配線層１３上に張り合わせた後、半導体基板８２表面からコンタクト部２７の上端
部までｐ型の不純物をイオン注入することによりウェル領域を形成する。その後、第１の
実施形態と同様にして、受光部ＰＤ及びフローティングディフュージョン部ＦＤを形成す
ることにより、第２の基板８１を形成することができる。
【０１２５】
　本実施形態例でも、３次元構造を有する固体撮像装置８０において受光面積を減らすこ
となく、ウェル領域８４の電位を固定するためのコンタクト部２７を形成することができ
る。
【０１２６】
　本実施形態例の第２の基板８１の構成は、第２～第４の実施形態の固体撮像装置にも適
用することができる。
【０１２７】
　〈６．第６の実施形態〉
　［６－１　要部の断面構成］
　図３８は、本発明の第６の実施形態に係るＣＣＤ型の固体撮像装置９０全体を示す概略
構成図である。
　図３８に示すように、本実施形態例の固体撮像装置９０は、基板１００に形成された複
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数の受光部１０１と、垂直転送レジスタ９３と、水平転送レジスタ９５と、出力回路９６
とを有して構成されている。そして、１つの受光部１０１とその受光部１０１に隣接する
垂直転送レジスタ９３とにより単位画素９９が構成されている。また、複数の画素９９が
形成される領域が画素部とされる。
【０１２８】
　受光部１０１は、フォトダイオードにより構成され、基板１００の水平方向及び垂直方
向にマトリクス状に複数個形成されている。受光部１０１では、光電変換により入射光に
応じて信号電荷が生成され、蓄積される。
【０１２９】
　垂直転送レジスタ９３は、ＣＣＤ構造とされ、垂直方向に配列される受光部１０１の一
方の側に垂直方向に複数形成されている。この垂直転送レジスタ９３は、受光部１０１に
蓄積された信号電荷を読み出して、垂直方向に転送するものである。本実施形態例の垂直
転送レジスタ９３が形成されている転送ステージは、図示しない転送駆動パルス回路から
印加される転送パルスにより、例えば、４相駆動される構成とされている。また、垂直転
送レジスタ９３の最終段では、転送パルスが印加されることにより最終段に保持されてい
た信号電荷が水平転送レジスタ９５に転送される構成とされている。また、垂直方向に配
列される受光部１０１の他方の側には、素子分離領域９４が形成されている。このため、
受光部１０１で生成された信号電荷が、一方の側に形成された垂直転送レジスタ９３にの
み読み出される。
【０１３０】
　水平転送レジスタ９５は、ＣＣＤ構造とされ、垂直転送レジスタ９３の最終段の一端に
形成されている。この水平転送レジスタ９５が形成されている転送ステージは、垂直転送
レジスタ９３により垂直転送されてきた信号電荷を水平方向に転送する。そして、本実施
形態例では、水平転送レジスタ９５は、２列分の受光部１０１に対応する水平転送レジス
タ９５毎に素子分離領域９４で分離されている。このため、水平転送レジスタ９５では、
２列分の受光部１０１から転送された信号電荷が水平方向に転送される。本実施形態例で
は２列分の受光部１０１に対応する水平転送レジスタ９５毎に素子分離領域９４で分離す
る例としたが、１列毎でも、また、２列以上の複数列毎に分離する構成としてもよい。
【０１３１】
　出力回路９６は、素子分離領域９４によって複数に分離された各水平転送レジスタ９５
の最終段に形成されている。出力回路９６では、水平転送レジスタ９５により水平転送さ
れた信号電荷がフローティングディフュージョン部ＦＤに転送され、フローティングディ
フュージョン部ＦＤの電位変化が出力アンプ９８によって増幅される。そして、出力アン
プ９８によって増幅された画素信号を外部に出力する。
　このように、本実施形態例の固体撮像装置９０では、単位画素列毎に出力回路９６が構
成された多チャンネル出力が構成されている。
【０１３２】
　以上の構成を有する固体撮像装置９０により、受光部１０１により生成・蓄積された信
号電荷は垂直転送レジスタ９３により垂直方向に転送されて、水平転送レジスタ９５内に
転送される。そして、水平転送レジスタ９５内に転送されてきた信号電荷はそれぞれ水平
方向に転送され、出力回路９６を介して画素信号として出力される。
【０１３３】
　［５－２　要部の断面構成］
　図３９は、図３８のＡ－Ａ’線上に沿う概略断面構成図である。すなわち、１列分の垂
直転送レジスタ９３、水平転送レジスタ９５、及びフローティングディフュージョン部Ｆ
Ｄを含む領域の断面を示したものである。図３９において図３に対応する部分には同一符
号を付し重複説明を省略する。
【０１３４】
　本実施形態例の固体撮像装置９０は、図３９に示すように光入射側に向って順に、第１
の基板１２、第１の配線層１３、第２の基板９１、第２の配線層９２が積層された３次元
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構造とされている。なお、本実施形態例の固体撮像装置９０においても第２の配線層９２
上部の光入射側には、第１～第５の実施形態の固体撮像装置と同様、カラーフィルタ層や
、オンチップマイクロレンズが形成されるが、図３９では図示を省略する。
【０１３５】
　第１の基板１２、及び第１の配線層１３の構成は、第１の実施形態の固体撮像装置１と
同様である。
【０１３６】
　次に、第２の基板９１はｐ型の半導体基板１０２によって構成されており、第１の配線
層１３上部に積層して形成されている。そして、第２の基板９１表面側（光入射面側）に
は、垂直転送レジスタ９３を構成する垂直転送チャネル１０５、水平転送レジスタ９５を
構成する水平転送チャネル１０６、及び信号電荷が読み出されるフローティングディフュ
ージョン部ＦＤが形成されている。また、第２の基板９１には、図示しないが、第１の実
施形態における受光部ＰＤと同様の構成を有する受光部が画素毎に形成されている。垂直
転送チャネル１０５、水平転送チャネル１０６、及びフローティングディフュージョン部
ＦＤは、それぞれｎ型の高濃度不純物領域で構成されている。
【０１３７】
　さらに、第２の基板９１の各チャネルが形成された領域の下部には全面にｐ型の高濃度
不純物領域からなるオーバーフローバリア１０３が形成されている。また、オーバーフロ
ーバリア１０３下部には、ｎ型不純物領域からなるオーバーフロードレイン領域１０４が
形成されている。このように、本実施形態例の第２の基板９１では、図示しない受光部が
形成された部分において、表面側から基板内に向けてｐｎｐｎ接合が形成され、縦型オー
バーフロー構造が形成されている。このような縦型オーバーフロー構造が構成されること
により、受光部から溢れた余剰な信号電荷は、オーバーフローバリア１０３を超えて、オ
ーバーフロードレイン領域１０４に排出される。
【０１３８】
　そして、ｎ型不純物領域からなるオーバーフロードレイン領域１０４には、第１の配線
層１３の配線２５から伸びるコンタクト部２７が接続されている。本実施形態例では、第
１の配線層１３の配線からコンタクト部２７を介してオーバーフロードレイン領域１０４
に所望の電位（以下、電子シャッタパルス）が供給されることによりオーバーフローバリ
ア１０３の電位が変化する。これにより受光部に蓄積された信号電荷がオーバーフロード
レイン領域１０４に排出される。すなわち、第２の基板９１に形成された縦型オーバーフ
ロー構造と、コンタクト部２７を介して供給される電子シャッタパルスにより、電子シャ
ッタの機能が構成されている。
【０１３９】
　第２の配線層９２は、第２の基板９１上部に絶縁膜１１３を介して形成された転送電極
１１１、アウトゲート電極１１１ａと、各電極上部に層間絶縁膜１０８を介して形成され
た配線１０９、及び遮光膜１０７を有する。転送電極１１１のうち垂直転送電極は垂直転
送チャネル１０５上部の垂直方向に複数形成されており、図３８で示した垂直転送レジス
タ９３を構成する。また、転送電極１１１のうち水平転送電極は、水平転送チャネル１０
６上部の水平方向に複数形成されており、図３８で示した水平転送レジスタ９５を構成す
る。アウトゲート電極１１１ａは、水平転送チャネル１０６とフローティングディフュー
ジョン部ＦＤとの間に形成されており、水平転送チャネル１０６で転送された信号電荷を
フローティングディフュージョン部ＦＤに読み出す為に構成されている。
【０１４０】
　第２の配線層９２の配線１０９は、コンタクト部１１０を介してフローティングディフ
ュージョン部ＦＤに接続されている。そして、配線１０９は、第２の基板９１を貫通する
ように形成された基板内絶縁層１１２に形成されたコンタクト部２６により、第１の配線
層１３に形成された配線２５に接続されている。第１の配線層１３の配線２５と、第２の
配線層９２の配線１０９とがコンタクト部２６によって接続されることにより、例えば、
フローティングディフュージョン部ＦＤの電位が、第１の基板１２に形成された画素トラ
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ンジスタＴｒに供給される。
【０１４１】
　また、遮光膜１０７は、例えば、金属材料によって形成されており、受光部以外の垂直
転送レジスタ９３や、水平転送レジスタ９５上部に形成される。
【０１４２】
　本実施形態例の固体撮像装置９０においても、第１の実施形態と同様の効果を得ること
ができる。また、このように、本発明をＣＣＤ型の固体撮像装置に適用した場合は、基板
面積を増加することなく多チャンネル出力を実現したり、各画素毎に独立した電子シャッ
タを形成したりすることができる。また、ＡＤなど他の機能を下層の基板（第１の基板）
に搭載することも可能である。
【０１４３】
　また、本実施形態例の固体撮像装置９０は、第１の実施形態で説明した固体撮像装置１
の製造方法によって形成することができる。
【０１４４】
　以上のように、本発明は、ＣＭＯＳ型の固体撮像装置のみならずＣＣＤ型の固体撮像装
置にも適用することができる。また、第２～第４の実施形態で説明したＣＭＯＳ型の固体
撮像装置も、ＣＣＤ型の固体撮像装置に適用することが可能である。
【０１４５】
　尚、上述した第１～第６の実施形態では、主としてｎチャネルＭＯＳトランジスタ構成
とした場合であるが、ｐチャネルＭＯＳトランジスタ構成とすることもできる。この場合
は、各図において、その導電型を反転した構成となる。
【０１４６】
　本発明は、可視光の入射光量の分布を検知して画像として撮像する固体撮像装置への適
用に限らず、赤外線やＸ線、あるいは粒子等の入射量の分布を画像として撮像する固体撮
像装置にも適用可能である。また、広義の意味として、圧力や静電容量など、他の物理量
の分布を検知して画像として撮像する指紋検出センサ等の固体撮像装置（物理量分布検知
装置）全般に対して適用可能である。
【０１４７】
　さらに、本発明は、画素部の各単位画素を行単位で順に走査して各単位画素から画素信
号を読み出す固体撮像装置に限られるものではない。画素単位で任意の画素を選択して、
当該選択画素から画素単位で信号を読み出すＸ－Ｙアドレス型の固体撮像装置に対しても
適用可能である。
　なお、固体撮像装置はワンチップとして形成された形態であってもよいし、画素部と、
信号処理部または光学系とがまとめてパッケージングされた撮像機能を有するモジュール
状の形態であってもよい。
【０１４８】
　また、本発明は、固体撮像装置への適用に限られるものではなく、撮像装置にも適用可
能である。ここで、撮像装置とは、デジタルスチルカメラやビデオカメラ等のカメラシス
テムや、携帯電話機などの撮像機能を有する電子機器のことを言う。なお、電子機器に搭
載される上記モジュール状の形態、即ちカメラモジュールを撮像装置とする場合もある。
【０１４９】
　〈７．第７の実施形態：電子機器〉
　次に、本発明の第７の実施形態に係る電子機器について説明する。図４０は、本発明の
第７の実施形態に係る電子機器２００の概略構成図である。
　本実施形態例の電子機器２００は、上述した本発明の第１の実施形態における固体撮像
装置１を電子機器（カメラ）に用いた場合の実施形態を示す。
【０１５０】
　本実施形態に係る電子機器２００は、固体撮像装置１と、光学レンズ２１０と、シャッ
タ装置２１１と、駆動回路２１２と、信号処理回路２１３とを有する。
【０１５１】
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　光学レンズ２１０は、被写体からの像光（入射光）を固体撮像装置１の撮像面上に結像
させる。これにより固体撮像装置１内に受光部で生成された信号電荷が一定期間蓄積され
る。
　シャッタ装置２１１は、固体撮像装置１への光照射期間および遮光期間を制御する。
　駆動回路２１２は、固体撮像装置１の転送動作およびシャッタ装置２１１のシャッタ動
作を制御する駆動信号を供給する。駆動回路２１２から供給される駆動信号（タイミング
信号）により、固体撮像装置１の信号転送を行なう。信号処理回路２１３は、各種の信号
処理を行う。信号処理が行われた映像信号は、メモリなどの記憶媒体に記憶され、あるい
はモニタに出力される。
【０１５２】
　本実施形態例の電子機器２００では、固体撮像装置１において、複数の基板が積層され
た３次元構造が採られているため、固体撮像装置１の小型化が図られ、電子機器２００の
小型化に有利となる。
【０１５３】
　このように、固体撮像装置１を適用できる電子機器２００としては、カメラに限られる
ものではなく、デジタルスチルカメラ、さらには携帯電話機等のモバイル機器向けカメラ
モジュールなどの撮像装置に適用可能である。
【０１５４】
　本実施形態例においては、固体撮像装置１を電子機器に用いる構成としたが、前述した
第２～第６の実施形態における固体撮像装置を用いることもできる。
【符号の説明】
【０１５５】
　１　　　固体撮像装置
　２　　　画素
　３　　　画素部
　４　　　垂直駆動回路
　５　　　カラム信号処理回路
　６　　　水平駆動回路
　７　　　出力回路
　８　　　制御回路
　９　　　垂直信号線
　１０　　水平信号線
　１１　　基板
　１２　　第１の基板
　１３　　第１の配線層
　１４　　第２の基板
　１５　　第２の配線層
　１６　　カラーフィルタ層
　１７　　オンチップマイクロレンズ
　１８　　半導体基板
　１９　　ソース・ドレイン領域
　２０　　素子分離領域
　２１　　ゲート絶縁膜
　２２　　層間絶縁膜
　２３　　ゲート電極
　２３ａ　ゲート電極
　２３ｂ　ゲート電極
　２３ｃ　ゲート電極
　２４　　コンタクト部
　２４ａ　コンタクトホール
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　２５　　配線
　２５ａ　配線
　２６　　コンタクト部
　２６ａ　コンタクトホール
　２６ｂ　開口部
　２７　　コンタクト部
　２７ａ　コンタクトホール
　２８　　半導体基板
　２９　　オーバーフロードレイン領域
　３１　　ｎ型不純物領域
　３２　　暗電流抑制領域
　３３　　オーバーフローバリア
　３４　　配線
　３５　　コンタクト部
　３５ａ　コンタクトホール
　３６　　層間絶縁膜
　３６ａ　絶縁膜
　３７　　基板内絶縁層
　３７ａ　開口部
　３８　　ゲート絶縁膜
　３９　　ゲート電極
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